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　平成21・22年度の競争入札参加資格審査申請書の追
加受け付けを次のとおり実施します。市が執行する物品
売買等の競争入札に参加希望の方は、次により提出して
ください。

▶受付日時　
　２月１日（月）～12日（金）（土・日曜日、祝日を除く）

午前９時30分～11時30分および午後１時30分～４時
▶受付場所　
　契約検査課
▶受付業務　
　○物品売買等（建設資材を含む）
　○建築物管理業務
▶申請に係る手引き、申請書の入手方法
　手引き、様式（行田市独自）は、市ホームページからダウ

ンロードできます。また、同課でも配布しています。
▶そ の 他　

○申請される方は、手引きにより申請書類を整備して
提出してください。

○建設工事、設計・調査・測量、土木施設維持管理業
務の受け付けは、埼玉県電子入札共同システムを利
用した共同窓口申請になります。

▶問い合わせ　
　同課契約担当（内線213・214）

平成 21・22 年度 行田市物品売買等の
競争入札参加資格審査申請書の追加受け付け

▶応募要件　民間会社(営利法人)の業績不振で任期満了前
に解雇された、または任期満了により雇い
止めとなったなど、現在求職活動をしてい
る方

▶業務内容　古代蓮自生地の除草業務（小針クリーンセ
ンター敷地内）

▶勤務期間　２月１日（月）～３月31日（水）の２カ月間
▶勤務時間　週５日勤務（月～金曜日）で午前８時30分

～午後５時
▶募集人員　３人
▶賃　　金　時給850円
▶応募方法　次の書類を１月22日（金）までに文化財保

護課へ持参してください。
　　　　　　①履歴書（市販のもの）
　　　　　　②離職証明書（発行されている場合）
▶採用決定　面接のうえ採否を決定します。
▶面 接 日　１月26日（火）予定
▶問い合わせ　同課文化財保護担当
　　　　　　☎553－3581

緊急雇用対策（緊急雇用創出基金事業）に
より臨時職員を募集します

交通遺児等援護金を給付します
　埼玉県交通安全対策協議会では、県内に在住する交通遺
児等を対象に、援護金を給付しています。
※「交通遺児等」とは、18歳以下の人で、保護者（一方または双

方）が交通事故により死亡または重い障害（おおむね身体障害
者手帳の基準で１～３級相当）を生じた方をいいます。

▶対　　象　県内に在住する乳幼児および小・中・高等学
校ならびに各種学校などに在学する平成３年
４月２日以降に生まれた交通遺児等で、次の
表に掲げる世帯に属する方。　

▶給 付 額　遺児１人につき年額10万円
▶給付時期　４月下旬（給付日は未定）
▶申請書類　防災安全課または学校などにある「交通遺児援

護基金のしおり」を参照してください。
▶申請方法　申請書類に必要事項を記入のうえ２月１日（月）

までにみずほ信託銀行浦和支店に郵送または
持参してください。（〒330－0063 さいたま

　　　　　　市浦和区高砂２－６－18）
▶問い合わせ　埼玉県交通安全対策協議会（埼玉県防犯・交

通安全課内）☎048－830－2958

交通遺児等の人数 同居世帯の総所得額

1 人 2,740,000 円以下

2 人 3,120,000 円以下

3 人 3,500,000 円以下

4 人 3,880,000 円以下

5 人以上 4,260,000 円以下

入学準備金貸付制度
　市では、高校・大学などへ入学を希望する方の保護者に
対して、経済的負担の軽減を図るため、入学準備金の貸し
付けを行っています。

▶申請期間　
　２月１日(月)～19日(金)
▶対　　象　
　市内に６カ月以上居住し、市税を完納している方
▶貸付金額　①大学、短大および専門課程を置く専修学校

の場合…30万円　②高校、高専および高等課程を置く
専修学校の場合…20万円

▶申請時に添付する書類　
　在学または出身学校長が大学・高校などの長に提出する

調査書の写し、家庭調書、住民票謄本
▶貸付決定後に提出する書類　
　借用書（保証人が必要）、入学許可書
▶返還方法　
　３カ月を据え置き、大学に
　ついては50カ月以内、高校
　については35カ月以内で毎
　月の分割払い。
▶申し込み・問い合わせ　　
　教育総務課庶務担当
　☎556―8311


